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避難するところ

毎月13日は「市民防災と防犯の日」！家庭で開く防災会議

秩父市の指定避難場所 

防災会議のテーマ

●一人ひとりの役割分担を決める
　いざというとき誰が何をするのかを決めておく。高齢者や乳
幼児などがいる場合は、誰が支援の中心となるかも話し合う。

●災害時の連絡方法や避難場所を確認
　いざというときどこに避難すべきかを確認。また家族
が離ればなれになったときの連絡方法も決めておく。

家庭で防災について話し合いましょう 

　市では、市民の皆さん一人ひとりが防災・防犯意識を高め、災害等

への備えを充実していただくことを目的に、毎月13日を「市民防災

と防犯の日」としています。

　近年、国内外で大地震や台風、集中豪雨など、大規模な自然災害が

発生し、甚大な被害を与えています。また、空き巣、子どもや高齢者

等を狙った悪質な犯罪も後を絶たない状況です。

自主避難所・一時避難場所・避難所（収容避難所）一覧

歴史文化伝承館
秩父公園
羊山公園
原谷グラウンド
聖地公園
秩父ミューズパーク
秩父高等学校体育館
市民会館
文化体育センター
秩父第二中学校
花の木小学校
南小学校
西小学校
秩父第一中学校
秩父第一小学校（宮地グラウンド）
旧秩父東高等学校
秩父農工科学高等学校
原谷小学校
尾田蒔小学校
高篠小学校

自 主 避 難 所
一時避難場所
一時避難場所
一時避難場所
広域避難場所
広域避難場所
避　  難　  所
避　  難 　 所
避　  難　  所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
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大滝総合支所
大滝神庭交流広場
ニッチツ資源開発本部
光の村養護学校（旧光岩小学校）
大滝中学校
光の村養護学校（旧上中尾小学校）
大滝小学校
旧中津川小学校
旧大滝小学校三峰分校

荒川総合支所
荒川総合運動公園
荒川東小学校
荒川中学校
荒川農村環境改善センター
荒川公民館
荒川西小学校
自治セミナーハウス

自 主 避 難 所
一時避難場所
一時避難場所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所

自 主 避 難 所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
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大田小学校
影森小学校
久那小学校
渓流荘
浦山ダムうららぴあ

吉田総合支所
久長農村集落センター
阿熊集落センター
上の原集落センター
やまなみ会館
上吉田生活改善センター
吉田小学校
吉田取方総合運動公園
吉田中学校
上吉田運動公園
吉田元気村
石間交流学習館
吉田小学校太田部分校

一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所

自 主 避 難 所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所
一時避難場所・避難所

　大地震など、災害が発生した場合に、
自主防災・防犯組織等を中心に「一時
避難場所」や「避難所」に避難する際の、
地域住民等の集合・待機場所です。
　「一時避難場所」に近いときは、直
接「一時避難場所」へいきます。

　災害時の危険を回避するために一時的に避難する場所です。

　自主防災・防犯組織等を中心に「避難所」に集団で避難するため町会・

区単位に定めています。ここで災害の状況を見極めます。

　この「一時避難場所」が危険になった際に、さらに規模の大きな「広域

避難場所」へ集団で避難します。

　災害によって短期間の避難生活を余儀なくされた場合に、

一定期間の避難生活を行う施設です。

　大雨や台風接近などで、土砂災害の発生が予想されるなど身の回りに

危険を感じた時に、自主的に避難する際の施設です。
自主避難所
【秩父市が指定】 

一時避難場所
【秩父市が指定】 

避難所（収容避難所）
【秩父市が指定】 

 一時（いっとき）集合場所
【各町会が指定】 

　災害時には、家族全員が協

力しあうことが求められます。

そのために、日ごろから家族

で防災について話し合う機会

をもちましょう。防災会議は

一度で終わりにするのではな

く、月に一回程度、定期的に

開催することが大切です。
● 突然起こる天災(てん さい) 
● いざというときに
● とっさの行動がとれるよう 
家庭や職場で話し合いましょう。

●家の内外の危険箇所をチェックする
●非常持出品のチェックと入れ替え


